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呉市・大崎上島町 

  



 

 

 

呉市と大崎上島町との連携中枢都市圏形成に係る連携協約 

 

 呉市（以下「甲」という。）及び大崎上島町（以下「乙」という。）は、連携中枢都

市圏構想推進要綱（平成２６年８月２５日付け総行市第２００号総務省自治行政局長

通知）に基づき、呉市、竹原市、東広島市、江田島市、海田町、熊野町、坂町及び大

崎上島町で構成する広島中央地域連携中枢都市圏（以下「圏域」という。）の形成に関

して、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項の規定に基づき、

次のとおり連携協約を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この連携協約は、甲及び乙が経済成長のけん引、高次の都市機能の集積・強

化及び生活関連機能サービスの向上の三つの役割に応じた取組を連携して実施す

ることにより、人口減少・少子高齢社会にあっても活力ある地域経済を維持すると

ともに、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう圏域の発展を図

ることを目的とする。 

 

 （基本方針） 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、別表に掲げる取組（以下

「取組」という。）を協力して実施し、相互に連携を図るものとする。 

 

 （取組の内容及び役割） 

第３条 取組の内容並びに甲及び乙の役割は、別表に掲げるとおりとする。 

 

 （連携中枢都市圏ビジョン） 

第４条 甲は、取組を推進するため、圏域の目指す将来像とその実現に向けた具体的

な施策を示す「広島中央地域連携中枢都市圏ビジョン」（以下「ビジョン」という。）

を、乙を含む圏域内の市町と協議して策定する。 

２ 甲及び乙が取組を実施するために要する費用とその分担については、甲及び乙が

協議してビジョンに定める。 

 

 （連絡会議） 

第５条 甲及び乙の長は、この連携協約の推進に関し連絡調整を図るため、毎年度会

議を開催するものとする。 



 

 

 （連携協約の変更及び廃止） 

第６条 この連携協約を変更し、又は廃止しようとする場合は、甲及び乙の協議によ

るものとする。この場合において、甲及び乙は、地方自治法第２５２条の２第４項

の規定により、あらかじめ議会の議決を経なければならない。 

 

附 則 

 この連携協約は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

この協約の締結を証するため、本協約書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、

それぞれ各１通を保有する。 

 

   平成２９年１０月１６日 

 

 

    甲 呉市中央四丁目１番６号 

      呉 市 

      代表者 呉市長 

 

     

    乙 豊田郡大崎上島町東野６６２５番地１ 

      大崎上島町 

      代表者 大崎上島町長 

 

 



別表(第２条及び第３条関係) 

 １ 活力があり、働きやすい圏域づくり（圏域全体の経済成長のけん引） 

取組 内容 甲の役割 乙の役割 

(1) 産業振

興プロジ

ェクト 

地域経済の活性化を

図るため、圏域の特長

であるものづくり産業

の集積や学術研究機関

の集積を生かし、新製

品・新技術の開発、医工

連携の推進、中小企業

への支援、特産品のＰ

Ｒ等に取り組む。 

圏域の特長である

ものづくり産業の集

積や学術研究機関の

集積を生かし、新製

品・新技術の開発、医

工連携の推進、中小企

業への支援、特産品の

ＰＲ等に主体的に取

り組む。 

圏域の特長である

ものづくり産業の集

積や学術研究機関の

集積を生かし、新製

品・新技術の開発、医

工連携の推進、中小企

業への支援、特産品の

ＰＲ等に甲と協力し

て取り組む。 

(2) 観光振

興プロジ

ェクト 

圏域の観光客の増加

と周遊性の向上を図る

ため、観光資源の更な

る魅力向上と観光資源

のネットワーク化、広

域的な誘客に取り組

む。 

観光資源の更なる

魅力向上と観光資源

のネットワーク化、広

域的な誘客に主体的

に取り組む。 

観光資源の更なる

魅力向上と観光資源

のネットワーク化、広

域的な誘客に甲と協

力して取り組む。 

  

２ 安心・安全で、便利な圏域づくり（高次の都市機能の集積・強化） 

取組 内容 甲の役割 乙の役割 

(1) 医療体

制維持・

充実プロ

ジェクト 

高度医療機関が集積

する圏域の特長を生か

し、ハイレベルな救急

医療機能の確保などに

取り組む。 

高度医療機関が集

積する圏域の特長を

生かし、ハイレベルな

救急医療機能の確保

に主体的に取り組む。 

高度医療機関が集

積する圏域の特長を

生かし、ハイレベルな

救急医療機能の確保

に甲と協力して取り

組む。 

(2) 交通ネ

ットワー

ク機能強

化プロジ

ェクト 

利便性の高いコンパ

クトな圏域を形成する

ため、幹線道路や公共

交通のネットワーク機

能の維持・強化に取り

組む。 

幹線道路や公共交

通のネットワーク機

能の維持・強化に主体

的に取り組む。 

幹線道路や公共交

通のネットワーク機

能の維持・強化に甲と

協力して取り組む。 

 

 

 

 

 



３ 誰もが暮らしやすい圏域づくり（圏域全体の生活関連機能サービスの向上） 

取組 内容 甲の役割 乙の役割 

(1) 長寿・

健康づく

りプロジ

ェクト 

高齢者が元気で活躍

できる地域社会を実現

するため、高齢化率が

高い圏域の特性を踏ま

え、健康づくりや高齢

者の自立支援の推進な

どに取り組む。 

高齢化率が高い圏

域の特性を踏まえ、健

康づくりや高齢者の

自立支援の推進など

に主体的に取り組む。 

高齢化率が高い圏

域の特性を踏まえ、健

康づくりや高齢者の

自立支援の推進など

に甲と協力して取り

組む。 

(2) 地域振

興プロジ

ェクト 

圏域の農水産物の更

なる魅力の向上及び課

題の解消を図るため、

農水産物のブランド

化・ＰＲ・販路拡大に取

り組むとともに、地域

住民の移動手段を確保

するため、地域公共交

通の利用促進などに取

り組む。 

農水産物のブラン

ド化・ＰＲ・販路拡大

及び地域公共交通の

利用促進などに主体

的に取り組む。 

農水産物のブラン

ド化・ＰＲ・販路拡大

及び地域公共交通の

利用促進などに甲と

協力して取り組む。 

(3) 安心ま

ちづくり

プロジェ

クト 

圏域全体の防災力を

高めるため、災害時の

包括的な相互応援体制

の強化に取り組む。 

災害時の包括的な

相互応援体制の強化

に主体的に取り組む。 

災害時の包括的な

相互応援体制の強化

に甲と協力して取り

組む。 

(4) 絆
きずな

醸

成プロジ

ェクト 

圏域の一体感の醸成

を推進するため、圏域

の住民同士の交流、圏

域への移住促進、結婚・

出産・子育ての応援に

取り組む。 

圏域の住民同士の

交流、圏域への移住促

進、結婚・出産・子育

ての応援に主体的に

取り組む。 

 

圏域の住民同士の

交流、圏域への移住促

進、結婚・出産・子育

ての応援に甲と協力

して取り組む。 

(5) 次世代

人材育成

プロジェ

クト 

圏域の「人づくり」を

推進するため、圏域の

将来を担う人材の育

成・確保に取り組む。 

圏域の将来を担う

人材の育成・確保に主

体的に取り組む。 

圏域の将来を担う

人材の育成・確保に甲

と協力して取り組む。 

(6) 行政サ

ービス機

能向上プ

ロジェク

ト 

持続可能な行政サー

ビスを実現するため、

公共施設の相互利用や

連携による事務の共同

化・合理化に取り組む。 

公共施設の相互利

用や連携による事務

の共同化・合理化に主

体的に取り組む。 

公共施設の相互利

用や連携による事務

の共同化・合理化に甲

と協力して取り組む。 



 


